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博士（法学） 張 暁航

学 位 論 文 題 名

社会内処遇における電子監視制度

ーアメリカ、ドイツ、日本の状況から見た中国法への示唆ー

学 位 論 文 内 容 の 要 旨

アメリカが前世紀にて本格的に刑事司法実務に電子監視制度を導入して以来、同制度は今日で

は世界中の多くの国に採用され、異なる種類の執行制度と執行方式を構築してきた。しかしなが

ら、電子監視自体の機能性や実験成果の欠如に鑑み、電子監視制度の実施は今も多くの論争を伴

って、多様な発展態勢を呈している。電子監視そのものが持つ技術性と理論性との衝突という特

徴に鑑み、電子監視制度の確立と発展を整理し、要約し、電子監視制度の確立と発展の背後にあ

る原因を探る必要がある。

本稿は、アメリカ、ドイツ、日本の状況を概観した上で、電子監視制度に関する理論問題を考

察し、電子監視制度の現在の問題点と未来の発展方向を論じるものである、また同時に、中国に

おける電子監視制度の導入問題について検討し、中国における同制度のあり方について私見を提

示する。

第一章では、電子監視の定義及び機能を概観した。通常、電子監視とは、犯罪者または特定の

人物が「被監視場所（通常は犯罪者の家）にいる」または「一定の範囲内にある」条件に適合し

ているかどうかを監視するために使用される装置をいう。現在の司法実践で各国に採用されてい

る電子監視設備は、主に第 2 世代電子監視装置 RF 設備及び GPS 衛星測位システムに基づく第 3
世代電子監視装置である。

第二章では、刑事司法分野で初めて電子監視を実行に移したアメリカの電子監視制度を考察し

た。アメリカにおいて、電子監視が導入されてから数十年の月日が流れたものの、プライバシー

権をはじめとする人権を不当に制約しているのではないか、電子監視は残虐で異常な刑罰に当た

り修正 8 条に違反するのではないか、平等権の保護を謳った修正 14 条に違反するのではないかな

ど、その合憲性について、裁判上の争点が生じており、議論が行われている。

第三章では、ドイツにおける電子監視制度及びその変遷を考察した。アメリカに比べ、ドイツ

の司法実務における電子監視の適用範囲は極めて限られており、このような現象が引き起こされ

た要因は電子監視自体が持つ不確実性に関連し、ドイツの司法文化や世論にもかかわっている。

まず、ドイツの現在の量刑の実践の中で、刑罰に関する裁量活動が簡略化の方向に向かって発展

する傾向が現れた。裁量者は行為の重大さに過度に依存し、刑罰の一般的な予防または特別予防

の目的が徐々に周縁化された。第二に、電子監視の実証研究の結論は人々の予想に証明しておら

ず、人々の予想にも反していないが、簡単な監視手段としての電子監視だけではドイツの刑事政

策では広く受け入れられないとされている。第三に、電子監視が専門知識に基づく予測と厳格な

データ情報の保護に関わるため、裁判官は電子監視の使用を回避し、伝統的な監督方式に採用す



る傾向がある。最後に、電子監視及び司法の私有化に対する公衆の抵抗心理は、電子監視が立法

行動に付される可能性をさらに低下させたのである。

第四章では、日本で電子監視を導入することの是非について検討した。日本の既存の制度の枠

組みの下で電子監視を導入するとすれば、それを保護観察の特別遵守事項の一つとして加えるこ

とが考えられる。しかし、現在の電子監視は主に「監督」と「制御」に基づいており、機能的に

は「補導」と「援護」を主な目標とする更生保護制度とは合致していないといえる。結局、電子

監視尊入の可否は、施設内処遇の延長線としての保護観察はどうあるべきかという理念的な問題

に立ち戻らざるを得ない。伝統的な保護観察が正しいのか否かはとりあえず措くとしても、電子

監視の原理や正当化根拠に立ち返り、将来に亘って妥当性を有する電子監視制度の理論的支柱を

構築するのは、まだ非常に困難であると思われる。

第五章では、電子監視をめぐる価値判断に関する議論を考察した。電子監視に対して、各法域

が示している異なる態度は、異なる制裁制度の表現として理解されるべきである。現在世界各国・

地域で採用されている電子監視は目標と概念の枠組みでそれぞれ異なるため、電子監視は今後、

全く新しい方式で刑罰の執行の分野に現れ、社会復帰と社会防衛に基づく刑事理念も電子監視の

適用によって新たなバランスが整われることが見込まれる。刑罰の目的は単なる罪に対する応報

ではなく、刑罰の賦課によって、社会の人々の安全を保障することも刑罰の目的である。したが

って、様々な観点に基づいて刑罰を実行する必要もある。電子監視の発展過程を全体的に見ると、

電子監視の法律的属性は主にその機能性に反映されているが、行為者の自由に対する制限の視点

から見て、電子監視は罰則ともみなされる。電子監視の異なる法律属性に対して、電子監視は刑

罰の実施の具体的な措置と見なすことができる。すなわち、それ自体は懲罰であり、拘禁刑の代

替形態ともなりうるだけではなく、拘禁刑と刑事施設外電子監視を総合的に運用することもでき

る。

第六章では、以上の検討に基づき、中国における社区矯正制度の推進により、対象者の再犯・

再非行を防ぎ、効果的な監督を行うことをめぐる課題点を考察し、具体的な解決策の検討を試み

る。中国における一部の地域で導入されていた電子監視制度は、社区矯正制度の実施面において

重要な意義を持つものと言える。しかしながら、対象者の位置情報を「知る」ことができる電子

監視については、対象者が予め定められた行動範囲から逸脱することを回避し、対象者の再犯防

止における対策の効果をできる限り的確に捉えるのは、将来において解決すべき問題である。既

存の制度の改善を検討した上で、他国の制度や取組み状況等の情報を参考しながら、法制度設計

の基礎理論をできるだけ優れたものにする必要がある。さらに、社区矯正実務の実際のニーズに

応じて、腕輪・足輪による電子監視の試行の地域範囲をさらに拡大し、電子監視と他の社区矯正

の実践の相互補完の実現を目的とし、電子監督制度の効果を上げるべきである。

対象者に対する監督の方式の一つとして、中国においては電子監視の実行の正当性又は必要性

が認められる。ただし、社区矯正における電子監視の適用については、必ず実証研究を行ったう

えで、実際に得られた効果を根拠に、電子監視対象者を選定しなければならない。中国の法律に

よると、全ての社区矯正対象者は電子監視対象者になる可能性があるが、他の国の実証研究の結

論から言えば、対象者に対するパーソナライズされた働きかけを行うべきであり、異なる類型の

犯罪・犯罪者を無差別で監視することは適切ではない。従って、社区矯正制度における電子監視

の許容限度について、関連する法律を改善し、電子監視の相当性及びヒューマニゼーションの考

えに留意しながら、マルチレベル方式の電子監視システムの構築を目指すべきである。


